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 　気象庁では、大雨・暴風・高潮や地震、津波などにより
重大な災害の起こる恐れがある時に、警報を発表して警戒
を呼び掛けています。より甚だしい大雨や大きな津波など
が予想され、重大な災害による危険性が高まった時には、
特別な警戒を呼び掛けるため、新たに「特別警報」を発表
します。
　特別警報の対象とする現象は「東日本大震災」や日本の
観測史上最高の潮位を記録し、犠牲者5,000人以上を出し
た「伊勢湾台風」、九州北部に甚大な被害をもたらし、死者・
行方不明者合わせて32人を出した「平成24年７月九州北

部豪雨」などが該当します。
　特別警報が発表された場合、住んでいる地域は数十年に
一度しかないような非常に危険な状況にあります。屋外の
状況や避難指示・勧告などに注意し、直ちに命を守るため
の行動をとってください。
　また、大雨などの被害を防ぐには、時間を追って発表さ
れる注意報や警報、その他の気象情報を活用して、早め早
めの行動をとることがあなたや家族の命を守ります。
　詳しくは、気象庁ホームページでご確認ください。

８月30日から「特別警報」の発表を開始します

■問い合わせ　熊本地方気象台　防災業務課　☎（324）3283
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地下水を採取する時は届け出か許可申請が必要です

（注）地下水を田畑などのかんがいに使用する場合は、許可ではなく届け出が必要となります。
※１　重点地域

指定地域の中で、特に地下水の水位が低下している次の地域を重点地域として指定。
熊本地域：熊本市、菊池市（旧泗水町、旧旭志村の区域に限る）、宇土市、合志市、大津町、菊陽町、西原村、御船町、嘉島町、益城町、

甲佐町
※２　重点地域では、吐出口の断面積が19cm2（直径約５cm）を超える自噴井戸（動力（揚水機）を用いずに地下水を採取する井戸）につ

いても、届け出が必要です。

■問い合わせ　熊本県環境立県推進課　☎（333）2272

■地下水採取に関する規制の対象要件

熊本県では、地域共有の貴重な資源である地下水の保全を図るため、熊本県地下水保全条例に基づき、次に該当
する地下水採取について、地下水採取者に必要な手続きを行っていただくこととなっています。
下記をご覧いただき、家庭や職場で使っている井戸で手続きを行っていないものがありましたら、速やかに届け
出か許可の申請をお願いします。
なお、未届けか未許可で地下水を採取した時は、罰則が適用されることがありますのでご注意ください。

項目 規制の対象要件
規制の種類

届け出

許可

届け出

揚水機

自噴井戸※２

６cm2（直径約2.8cm）超～19cm2（直径約５cm）以下

19cm2超（注）

19cm2超　　

揚水機の水の吐出口断面積／井戸の吐出口断面積揚水機／自噴井戸地域名

重点地域※1
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